
人権方針 

大光銀行 

 

 

 当行グループは、お客さまに信頼され、親しまれる銀行グループとして、サステナブル

な地域社会を実現するために、お客さま、役職員、あらゆるステークホルダーの人権を尊

重します。 

 

１．国際規範の尊重 

「世界人権宣言」、「ビジネスと人権に関する指導原則」、「労働における基本的原則及び

権利に関する ILO 宣言」等の人権に関する国際規範に則って人権を尊重します。 

 

２．役職員の人権の尊重 

全役職員の人権を尊重し、全役職員がお互いをビジネスパートナーとして認め合う働き

やすい職場環境の構築に努めます。人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の

意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地、その他の地位又はこれに類するいかな

る事由による差別、ハラスメント行為、人権侵害を容認しません。 

 

３．お客さまに対する対応 

お客さまの人権を尊重し、サービスの提供にあたり差別的な扱いのないよう努めます。

また、お客さまに対しても、人権を尊重し、人権を侵害しないよう働きかけていきます。 

 

４．サプライヤーに対する対応 

サプライヤーに対しても人権を尊重し、人権を侵害しないよう求めていきます。サプラ

イヤーが人権に対し、負の影響を及ぼしている場合には、適切な対応をとるよう働きか

けていきます。 

 

５．人権に関する教育 

人権課題の解決に向け、役職員一人ひとりが人権に関する正しい知識と理解を深めるた

め、人権啓発活動や教育・研修を継続的に実施します。 

 

 

 


